
　公務員の共済組合（国・地方・市町村等）の年金は，最後に属していた公務員の共済組合が年金額を決定（裁定）して
支給することとされています。
　これにより，既に公務員の老齢厚生（退職共済）年金の受給権を有している方が，再度，公務員の共済組合の資
格を取得した場合は，公務員の年金制度を引き継ぐための手続として，年金受給権者再就職届書（以下，「届書」と
いう。）を提出していただく必要があります。
　この届書は，年金決定時に交付している『年金証書（原本）』を添えて所属所経由で，当共済組合広島支部へ提出
してください。
　当共済組合本部において，再就職に係る事務処理が終了した後に，年金証書（原本）を返却します。

◆　紛失等により，年金証書（原本）を添付できない場合は，別途，その旨を記載して，届書と一緒に提出してくだ                                      
　　さい。（様式不問）
◆　公務員の共済組合（国家公務員，地方職員，公立学校，市町村職員等）の年金受給権をお持ちの方のみ，この手
　　続が必要です。
　※　公務員の期間の年金をお持ちでない方は，この届書の提出は不要です。

長期給付係
（082）513-4959

公務員の老齢厚生（退職共済）年金の受給権をお持ちの方へ

年金受給権者の再就職に伴う手続

　※　公務員の厚生年金は，第２号厚生年金被保険者及び第３号厚生年金被保険者。
　※　平成27年9月までの老齢を事由とする年金の名称は，退職共済年金。

民間被用者（会社員） 第１号厚生年金被保険者

国家公務員（国立大学法人等職員） 第２号厚生年金被保険者

地方公務員（地方職員・公立学校・市町村職員） 第３号厚生年金被保険者

私立学校教職員共済制度加入者 第4号厚生年金被保険者

≪参考≫
　　★厚生年金の被保険者の区分（平成27年10月以降）
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